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札幌市エネルギーeco資金補助要綱 

 
第１章   総   則 

（目的） 
第１条 この要綱は、市民及び中小企業者等が行う新エネルギー・省エネルギー機器の整

 備等を支援するために、市が行う補助制度の実施について必要な事項を定めることによ

り、補助に関する業務の適正かつ円滑な運営を図り、もって本市における地球温暖化対策

を推進することを目的とする。 

（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

 ところによる。 
(1)  市民 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳
に記録されている者及び外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）に基づき、本市

の外国人登録原票に登録されている者をいう。 

(2)  中小企業者等 次のいずれかに該当する者をいう。 
ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する者 
イ 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に

 規定する中小企業団体 

ウ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定する社会福祉法人 
エ 私立学校法（昭和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人 

オ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人 

カ その他市長が特に認めた者 
(3)  管理組合 共同住宅の区分所有者全員で構成する、建物及びその敷地並びに付属施
設の管理を行うための団体をいう。 

 （補助の対象機器） 
第３条 補助の対象となる新エネルギー機器、省エネルギー機器（以下「対象機器」 と

いう。）は、別表１及び別表２に定めるものとする。 

（エネルギーeco資金補助の種類） 
第４条 エネルギーeco資金補助の種類は、次のとおりとする。 

(1)  市民向けエネルギーeco資金補助 

(2) 中小企業等向けeco資金補助 

（申請の制限） 
第５条 エネルギーeco資金補助の申請は、市民向けにあっては前条各号の区分に関わらず
同一年度１世帯につき１回限り、中小企業者等向けにあっては同一年度１事業者につき

１回限りとする。 

（手続き代行者） 

第６条 この要綱による補助を受けて対象機器を設置しようとする者は、この要綱に定め

る手続きについて、対象機器を販売又は設置する者(以下「手続代行者」という。)に対
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してこれらの手続きの代行を依頼することができる。 

２ 手続代行者は、依頼された手続きを、誠意をもって実施するものとする。また本手続

きの代行を通じ申請者に関して得た情報は、個人情報の保護に関する法律(平成21年6月5

日法律第49号)に従って取り扱うものとする。 

３ 市長は、手続代行者が第１項に規定する手続きを偽りその他不正の手段により行った

疑いがある場合は、必要に応じて調査を実施し、不正行為が認められたときは、当該手

続代行者の名称及び不正の内容を公表し、当分の間、手続きの代行を認めないことがで

きるものとする。 

（適正管理義務） 
第７条 この要綱による補助を受けて対象機器を設置した者は、対象機器の適正な維持管

理に努めなければならない。 

（調査等） 
第８条 市長は、この要綱による補助に関し必要があると認めるときは、補助を受けて対

象機器を設置した者から報告を求め、自ら調査を実施することができる。 

（協力） 
第９条 この要綱による補助を受けて対象機器（新品に限る。）付き住宅を購入した者及

び補助を受けて対象機器を設置した者は、次に掲げる事項について協力しなければなら

ない。 
 (1)  対象機器の使用状況等に関するアンケート調査 
 (2)  その他市長が協力依頼する事項 

（近隣住民への説明） 

第１０条 太陽光発電等を設置する場合には、設置場所、設備等について、近隣に居住する市

民等に説明しなければならない。 

（雑則） 
第１１条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。 

 
第２章  エネルギーeco資金補助 

第１節 市民向けエネルギーeco資金補助 

（補助の対象機器と設置要件） 

第１２条 別表１に定める対象機器のうち、１種類以上の機器を設置する場合に本節によ

る補助の対象とする。 

（申請希望者） 
第１３条 補助の申請を希望する者（以下「申請希望者」という。）は、次の各号のいず

れかに掲げる者とする。 
 (1)  自ら居住する市内の住宅（店舗等の併用住宅を含む。）に、対象機器を設置しよう

とする者 
 (2)  建売住宅供給者等から市内にある対象機器（新品に限る。）付住宅を購入し、自ら



 3

居住しようとする者 

(3)  市内にある自ら所有する賃貸共同住宅に、対象機器を設置しようとする者 
 ２ 申請希望者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 

(1)  本市民である者、又は市内に居住する予定のある者 
 (2)  市税を滞納していない者 

（抽選への応募要件） 

第１４条 申請希望者は、第１６条の抽選に応募する際に、次の各号に掲げる要件を満た

さなければならない。 

(1)  前条第１項第１号、第３号に掲げる者は、別に定める募集期間の開始日以降に、設

置工事に着手する対象機器の補助について応募することが出来るものとし募集期間開

始日より前に設置工事着手済のものは、当該募集期間に応募することが出来ない。 

(2)  前条第１項第２号に掲げる者は、別に定める募集期間の開始日以降に、対象機器付

き住宅の購入契約するものについてのみ応募することが出来るものとし募集期間開始

日より前に購入契約済のものは、応募することが出来ない。 

（補助金の交付額） 
第１５条 補助金の交付額は、対象機器の区分に応じ、別表３に定めるものとする。 

（抽選） 

第１６条 市長は、申請希望者から抽選により申請を行う事が出来る者（以下「申請対象

者」という。）を選定する。ただし、申請希望者すべてに対し補助金の交付が可能な場

合は抽選を行わずに選定する。 

２ 市長は申請希望者に抽選による選定の結果を通知する。 

（計画の変更及び中止） 

第１７条 申請対象者は、前条の抽選の際に申し込んだ、次に掲げる事項を変更しようと

するとき、又は対象機器の設置を中止しようとするときは、あらかじめ計画変更・中止

届（様式３２）を市長に提出しなければならない。ただし、計画変更による補助金交付

予定額の増額及び対象機器の変更は認めない。 

(1)  対象機器の機種の変更 

(2) 対象機器の台数の変更（太陽光発電設備の場合最大出力） 

（補助金交付申請及び完了届） 

第１８条 申請対象者は、機器の設置が完了し、工事代金の支払いが終了した後に、補助

金交付申請兼完了届（様式３５）に別表５に定める書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の補助金交付申請兼完了届は、当該申請を行う年度の３月１５日までに提出しな

ければならない。 
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３ 前項の期日までに、補助金交付申請兼完了届を提出しなかった申請対象者に対する第

１６条の抽選結果は無効とする。 

（補助金交付の決定及び交付額の確定） 

第１９条 市長は、前条による補助金交付申請兼完了届の提出があったときは、その内容

を審査し、補助金交付の適否を決定するとともに、申請内容が補助金交付要件を満たす

と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付（不交付）決定及び確定通知書

（様式３６）により、補助金の申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査にて補助金の交付決定の内容に適合しないと認めたときは、補助

金の申請者に対して是正措置を求めることができる。 

３ 市長は、補助金の申請者が前項の求めに応じないとき、又は申請内容が補助金交付要

件を満たさないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、補助金不交付決定通知書（様

式３６）により、補助金の申請者へ通知するものとする。 

（請求書の提出及び補助金の交付） 
第２０条 補助金の申請者は、前条第１項に規定する通知を受けたときは、速やかに補助

金請求書（様式３７）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消） 
第２１条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 
 (1)  虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 
 (2)  補助金をその用途以外の目的に使用したとき。 

 (3)  法令及びこの要綱の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 
第２２条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取り消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助申請者に対して

補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 
第２節  中小企業者等向けエネルギーeco資金補助 

（補助の対象機器と設置要件） 

第２３条 別表２に定める対象機器のうち、１種類以上を設置する場合に本節による補助

の対象とする。 

（申請希望者） 

第２４条 補助の申請を希望する者（以下「申請希望者」という。）は、次の各号のいず

れかに掲げる者とする。 
 (1)  市内にある事務所･事業所等に対象機器を設置しようとする中小企業者等 

 (2)  市内に自ら所有するテナントビルに対象機器を設置しようとする中小企業者等 
(3)  市内にある区分所有住宅の共用部分に対象機器を設置しようとする管理組合 
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２ 申請希望者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。 

 (1)  市税を滞納していない者であること。 
 (2)  「さっぽろエコメンバー」に登録していること又はこれから登録すること。（管理

組合は除く） 
 (3)  その他市長が特に認めるところに適合していること。 

（抽選への応募要件） 

第２５条 補助金の交付を受けようとする申請希望者は、第２７条の抽選の応募に対し、

別に定める募集期間の開始日以降に、設置工事に着手する対象機器の補助について応募

することが出来るものとし、募集期間開始日より前に設置工事着手済のものは当該募集

期間に応募することが出来ない。 

（補助金の交付額） 

第２６条 補助金の交付額は、対象機器の区分に応じ、別表４に定めるものとする。 

（抽選） 

第２７条 市長は、申請希望者から抽選により申請を行う事が出来る者（以下「申請対象

者」という。）を選定する。ただし、申請希望者すべてに対し補助金の交付が可能な場

合は抽選を行わずに選定する。 

２ 市長は申請希望者に抽選による選定の結果を通知する。 

（計画の変更及び中止） 

第２８条 申請対象者は、前条の抽選の際に申し込んだ、次に掲げる事項を変更しようと

するとき、又は対象機器の設置を中止しようとするときは、あらかじめ計画変更・中止

届（様式３２）を市長に提出しなければならない。ただし、計画変更による補助金交付

予定額の増額及び対象機器の変更は認めない。 

(1)  対象機器の機種の変更 

(2) 対象機器の台数の変更（太陽光発電設備の場合最大出力） 

（補助金交付申請及び完了届） 

第２９条 申請対象者は、機器の設置が完了し、工事代金の支払いが終了した後に、補助

金交付申請兼完了届（様式４０）に別表６に定める書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の補助金交付申請兼完了届は、当該申請を行う年度の３月１５日までに提出しな

ければならない。 

３ 前項の期日までに、補助金交付申請兼完了届を提出しなかった申請対象者に対する第

２７条の抽選結果は無効とする。 

（補助金交付の決定及び交付額の確定） 

第３０条 市長は、前条による補助金交付申請兼完了届の提出があったときは、その内容

を審査し、補助金交付の適否を決定するとともに、申請内容が補助金交付要件を満たす
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と認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付（不交付）決定及び確定通知書

（様式３６）により、補助金の申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の審査にて補助金の交付決定の内容に適合しないと認めたときは、補助

金の申請者に対して是正措置を求めることができる。 

３ 市長は、補助金の申請者が前項の求めに応じないとき、又は申請内容が補助金交付要

件を満たさないと認めたときは、補助金の不交付を決定し、補助金不交付決定通知書（様

式３６）により、補助金の申請者へ通知するものとする。 

（請求書の提出及び補助金の交付） 
第３１条 補助金の申請者は、前条第１項に規定する通知を受けたときは、速やかに補助

金請求書（様式４１）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付決定の取消） 
第３２条 市長は、補助申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 
 (1)  虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 
 (2)  補助金をその用途以外の目的に使用したとき。 

 (3)  法令及びこの要綱の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 
第３３条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当

該取り消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、補助申請者に対して

補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 
附 則 

この要綱は、平成２０年４月８日から施行する。 

この要綱は、平成２０年１１月２７日から施行する。 

この要綱は、平成２１年３月３０日から施行する。 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２４年４月２日から施行する。 
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別表１ 

（市民向け補助） 

対象機器 機器要件 支援対象範囲 
太陽光発電設備  

 
 

別に定める。 

 
 
 

別に定める。 

太陽熱利用システム 

ペレットストーブ 

地中熱ヒートポンプ 

ガスエンジン給湯暖房機・ガスエ

ンジンコジェネレーション 

潜熱回収型ガス給湯暖房機 

CO2冷媒ヒートポンプ給湯機 

ヒートポンプ温水暖房システム 

潜熱回収型石油給湯機 

燃料電池（エネファーム） 

※新築分譲集合住宅の設置の場合及び自ら居住する賃貸共同住宅の設置の場合は対象外と

 する。（ペレットストーブは除く） 
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別表２ 

（中小企業者等向け補助） 

対象機器 機器要件 支援対象範囲 
太陽光発電設備  

 
 

別に定める。 

 
 
 

別に定める。 

太陽熱利用システム 

地中熱ヒートポンプ 

雪氷冷熱利用システム 

ガスコジェネレーションシステム 

ガスエンジン給湯器 

ガスヒートポンプエアコン 

潜熱回収型ボイラー 

業務用電気式ヒートポンプ給湯機 

電気式ヒートポンプエアコン 

ＬＥＤ照明器具 

ＥＳＣＯ事業に伴う機器 

「札幌市省エネ活動サポート事業」

の省エネ診断を受け提案された機器 

ペレットストーブ 

ペレットボイラー 
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別表３ 補助金の交付額（市民向けエネルギーeco資金補助）                     

対象機器 
 

補助金額(円/台) 
 

太陽光発電設備 
40,000円に最大出力キロワットを乗じて得た額。 

ただし120,000円を限度とする。 

太陽熱利用システム 100,000円 

ペレットストーブ 100,000円又は20,000円 

地中熱ヒートポンプ 200,000円 

ガスエンジン給湯暖房機

及びｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝｺｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ 
60,000円 

潜熱回収型 
ガス給湯暖房機 

40,000円 

CO2冷媒ヒートポンプ 

給湯機 
60,000円 

ヒートポンプ 
温水暖房システム 

70,000円 

潜熱回収型 

石油給湯機 
20,000円 

燃料電池（エネファーム） 100,000円 

複数台の対象機器を設

置する場合 

各機器の補助金額を加算することとし、１６万円を限度

とする。（ただし、地中熱ヒートポンプを導入する場合

は上限20万円） 

複数種の対象機器を設

置する場合 

各機器の補助金額を加算することとし、２５万円を限度

とする。 

※ １０００円未満の端数は、切り捨てるものとする。                             
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別表４ 

（中小企業者等向け補助） 

対象機器 機器要件 

太陽光発電設備 

対象機器の購入・設置に要する費用

に１５/１００を乗じて得た額 

ただし一つの申請に対し２２５万円

を限度とする。 

  
 

太陽熱利用システム 
地中熱ヒートポンプ 

雪氷冷熱利用システム 

ガスコジェネレーションシステム 
ガスエンジン給湯器 
ガスヒートポンプエアコン 
潜熱回収型ボイラー 
業務用電気式ヒートポンプ給湯機 
電気式ヒートポンプエアコン 

ＬＥＤ照明器具 
ＥＳＣＯ事業に伴う機器 

「札幌市省エネ活動サポート事業」の省エネ診断

を受け提案された機器 

ペレットストーブ 100,000円又は20,000円 

ペレットボイラー 

対象機器の購入・設置に要する費用に

２０/１００を乗じて得た額 
ただし１台に対し２００万円を限度
とする。 

※ １０００円未満の端数は、切り捨てるものとする。 
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別表５ 補助金交付申請兼完了届（市民向けエネルギーeco資金補助）         

提 出 書 類 
１ 補助金交付申請兼完了届（様式３５） 

２ 市民税納税証明書及び固定資産税納税証明書 
３  住民票又は登録原票記載事項証明書（世帯全員のもの） 
４ 対象機器の本体･設置部材費用及び工事費用が判る見積書等（支払金額と一致して

いるもの） 
５ 工事金額証明書（様式３８）（４の金額と一致していること。） 

６ 機器の保証書の写し又は新品を設置したことを証明できる書類（機種が判るもの） 

７ 機器設置写真 
８ その他市長が必要と認める書類 

 

別表６ 補助金交付申請兼完了届（中小企業者等向けエネルギーeco資金補助）        

提 出 書 類 
１ 補助金交付申請兼完了届（様式４０） 

２ 市民税納税証明書及び固定資産税納税証明書 
３ 現在事項全部証明書（法人のみ） 

４ 対象機器の本体･設置部材費用及び工事費用が判る見積書等（支払金額と一致して

いるもの） 

５ 住民票又は登録原票記載事項証明書（個人事業者のみ） 

６ 工事金額証明書（様式３８）（４の金額と一致していること。） 

７ 機器の保証書の写し又は新品を設置したことを証明できる書類（機種が判るもの） 
８ 機器設置写真・仕様書・図面 

９ 省エネ診断報告書（「札幌市省エネ活動サポート事業」の省エネ診断を受けた場

合のみ） 

10 ESCO事業に係る事業計画書（ESCO事業を実施する場合） 

11 その他市長が必要と認める書類 

 


